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新規支給に係るものであるときには、更生相談所に対し、補装具費支給

の要否について、様式例第３号の判定依頼書による判定依頼をするとと

もに、様式例第４号の判定通知書を身体障害者に送付すること。なお、

当該申請が借受けに係るものである場合は、市町村は、借受けに関する

申請者の意向をよく聴取した上で、様式例第２号の調査書、様式例第３

号の判定依頼書に申請者の意向を記入する等により、更生相談所との連

携に努めること。 

 

イ 判定（医学的判定及び補装具の処方） 

判定依頼を受けた更生相談所は、申請があった身体障害者について、 

① 義肢、装具、姿勢保持装置及び電動車椅子に係る申請の場合は、

申請者の来所 

② 補聴器、車椅子（オーダーメイド）及び重度障害者用意思伝達

装置に係る申請で、補装具費支給申請書等により判定できる場

合は、当該申請書等 

による医学的判定を行い、身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生

省令第１５号）別表第１号（別添様式１）の判定書により、医学的判定

の結果及び補装具の処方の内容を市町村に送付すること。この場合、判

定書には様式例第５号の補装具処方箋を添付することができる。なお、

補装具事業者に対しては、処方箋を作成の上、採型（採寸を含む。以下

同じ。）等の製作指導を行うこと。処方箋作成後の処方変更に要する製作

費用について、補装具事業者に負担させることは適切ではないこと。 

①及び②に掲げる種目については、再支給に際しても、障害状況等に

変化のある場合、身体障害者本人が処方内容の変更を希望する場合、又

は、それまで使用していた補装具から性能等が変更されている場合等は、

軽微なものを除き、同様の医学的判定及び補装具の処方を行うこと。 

 

また、市町村が借受けの申請に基づく判定依頼をしていない場合にお

いても、更生相談所が判定の過程で借受けによることが適当と判断でき

る場合は、借受けの必要性を判定し、想定される借受け期間、使用効果

等を判定書に記載の上、判定書を市町村に送付すること。 

なお、別表１に掲げる補装具の対象者は、原則として、同表の「対象

者」欄に掲げる者に限ること（身体障害児についても同様の取扱いとす

る）。 

 

更生相談所は、新規申請者に係る判定を行うときは、できる限り切断

その他の医療措置を行った医師と緊密な連絡を取り、判定に慎重を期す

ること。なお、訓練用仮義肢等の治療用装具を所持していることを理由

として、日常生活を送る上で必要となる補装具の費用を不支給とするこ

とは適切ではないこと。 
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更生相談所の長は、判定を行うに当たって、更生相談所に専任の医師

又は適切な検査設備が置かれていないときは、身体障害者福祉法第１５

条第１項に基づく指定医又は指定自立支援医療機関において当該医療

を主として担当する医師であって、（一社）日本専門医機構が認定した専

門医及び所属医学会において認定されている専門医（医業、歯科医業若

しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告する

ことができる事項（平成１９年厚生労働省告示第１０８号）第１条で定

める項目を満たすものとして、厚生労働大臣に届出を行った団体に所属

し、当該団体から医師の専門性に関する認定を受けた医師）に判定を委

嘱すること。 

 

（３）更生相談所の判定を要しないもの 

市町村は、当該申請が、義眼、眼鏡（矯正用、遮光用、コンタクトレンズ、

弱視用）、人工内耳（人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。）、車椅子（レ

ディメイド）、歩行器、視覚障害者安全つえ及び歩行補助つえに係るものであ

って、補装具費支給申請書等により判断できる場合は、更生相談所の判定を

要せず、市町村が補装具費支給の要否について決定して差し支えないこと。 

なお、身体障害者福祉法第１５条第４項の規定に基づき交付を受けた身体

障害者手帳（以下単に「身体障害者手帳」という。）によって当該申請に係る

身体障害者が補装具の購入等を必要とする者であることを確認することがで

きるときは、補装具費支給意見書を省略させることができること。 

ただし、人工内耳音声信号処理装置の修理の場合は、補装具費支給意見書

及び補装具費支給事務取扱要領別紙２の人工内耳用音声信号処理装置確認票

により、補装具事業者が修理可能であることや医療保険給付で行われる交換

ではないこと、人工内耳メーカー等の保証期間外となっていること、人工内

耳メーカーと提携する任意保険（動産保険）に加入していないこと等を確認

すること。 

 

（４）補装具費支給意見書の作成について 

補装具費支給申請書等により更生相談所が判定する場合又は市町村が判断

のうえ決定する場合は、具体的には、医師が作成する様式例第６号の補装具

費支給意見書により判定又は決定することとなる。 

 

なお、補装具費支給意見書を作成する医師は、それぞれ、以下の要件を満

たす者とする。 

ア 更生相談所が判定する場合、補装具費支給意見書を作成する医師は、

別表２の①から③のいずれかを満たす医師であること。ただし、電

動義手について医学的意見書を作成することができる医師は、別表

２の①及び③の要件を満たす医師に限ること。 
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イ 市町村が判断のうえ決定する場合、補装具費支給意見書を作成する

医師は、別表２の①から④のいずれかを満たす医師であること。 

更生相談所の長は、重度の障害を持つ者又は遠隔地に住む者等の利便を考

慮する必要があるときは、アの定めにかかわらず、別表２の④に掲げる医師

に医学的判定を委嘱することができる。 

 

身体障害者が、補装具費支給意見書を提出することに代えて、更生相談所

において判定を受けることを希望する場合は、更生相談所において判定を行

うこと。また、借受け期間が終了し、改めて購入又は借受けの支給決定を行

う場合についても、補装具費支給意見書を提出することに代えて、更生相談

所において判定を行うことができること。 

 

２－２ 身体障害児に対する事務処理 

（１）申請の受付 

市町村は、身体障害児の保護者から、様式例第６号の補装具費支給意見書

を添付した様式例第１号の補装具費支給申請書の提出を受け、補装具費の支

給に係る申請を受け付けた場合には、様式例第２号の調査書を作成する。 

なお、身体障害者手帳によって当該申請に係る身体障害児が補装具の購入

等を必要とする者であることを確認することができるときは、補装具費支給

意見書を省略させることができること。 

補装具費支給意見書は、別表２の①から⑤までに掲げる医師が作成したも

のであること。 

 

（２）更生相談所への技術的助言の求め 

市町村における支給の決定に際し、補装具の構造、機能等に関することで

技術的な助言を必要とする場合には、更生相談所に助言を求めること。その

際、市町村が借受けの申請に基づく助言依頼をしていない場合においても、

更生相談所が助言の過程で借受けによることが適当と判断できる場合は、借

受けの必要性を助言し、想定される借受け期間、使用効果等を意見書に記載

し、市町村に送付すること。なお、身体障害児に係る意見書及び補装具処方

箋の様式は、２－１の（２）のイの様式に準じること。 

身体障害児については、心身の発育過程の特殊性を十分考慮しつつ、心身

機能の維持、向上、日常生活の改善に寄与することが期待できる等の医学的

観点から判断するとともに、生活環境等の諸条件を総合的に考慮する必要が

あること。 

 

２－３ 難病患者等に対する事務処理 

（１）申請の受付及び判定依頼 

原則、身体障害者・児の手続に準ずるものとするが、補装具費の支給申請

を受け付けるに当たり、特殊の疾病告示に掲げる疾病に該当するか否かにつ
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いては、医師の診断書等の提出により確認するものとする。特定疾患医療受

給者証等により疾病名が確認できる場合には、医師の診断書の提出を省略さ

せることができること。 

医師の診断書により、当該疾病が急速に進行するため迅速な支給が必要で

あると認められる場合には、様式例第２号の調査書を作成するとともに、更

生相談所の判定を要する種目にあっては、様式例第３号の判定依頼書により

申請受付から１週間以内に更生相談所に迅速判定を依頼し、更生相談所の判

定を要しない種目にあっては、１週間以内に支給決定を行うなど、迅速な対

応に努めること。 

なお、難病患者等に係る補装具費支給意見書は、別表２の①から⑥までに

掲げる医師が作成したものであること。 

 

（２）判定（医学的判定及び補装具の処方） 

判定依頼を受けた更生相談所は、申請があった身体障害者について、２－

１の（２）のイによる判定を行うこと。ただし、迅速判定の依頼を受けた場

合には、種目にかかわらず、判定依頼を受けた日から１週間以内に補装具費

支給申請書等による医学的判定を行うなど、迅速な対応に努めるとともに、

身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）別表第１号（別

添様式１）の判定書により、医学的判定の結果及び補装具の処方を速やかに

市町村に送付すること。この場合、判定書には様式例第５号の補装具処方箋

を添付することができる。 

 

２－４ 支給の決定等 

市町村は、２－１から２－３に掲げる手続を経て購入等に係る補装具費の

支給を決定したときは、申請者に対し、速やかに、様式例第７号の補装具費

支給決定通知書及び様式例第８号（１）の補装具費支給券を交付すること。

補装具費支給事務及び給付の迅速化を図るため、市町村は、原則として申請

書の提出があった日の翌日から起算して２週間以内に要否を決定するなど、

支給事務に係る標準処理期間を定めることとし、その迅速な対応に努めると

ともに、速やかに様式例第７号の補装具費支給決定通知書及び様式例第８号

の補装具費支給券又は様式例第９号の却下決定通知書を発行し、申請者に交

付すること。 

 

特に、進行性の難病患者等に対する補装具費の支給決定においては、判定

時の身体状況が支給要件に達していない場合であっても、急速な進行により

支給要件を満たす可能性が高い場合には、迅速に支給決定を行うこと。 

 

また、初めて補装具費の支給申請をする場合、身体障害者手帳の交付申請

と同時に行うことがあるが、手続を並行して進める等、可能な限り速やかに

支給決定を行うよう努めること。 
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借受けに係る補装具費の支給決定に当たっては、あわせて借受け期間につ

いても決定すること。 

また、借受け期間中は毎月補装具費を支給するが、支給決定の際は、借受

けを行う一月目のみ、申請者に対し、速やかに、様式例第７号の補装具費支

給決定通知書及び様式例第８号（１）から（３）までの補装具費支給券を交

付すること。その際、様式例第８号（２）については、借受け期間の月数分

を交付すること。支給決定の際に決定した借受け期間が終了するに当たって

は、改めて更生相談所等において、購入が可能か、借受けを継続するかの必

要性を判断することになるため、再度、２－１から２－３と同様に更生相談

所による判定及び支給決定の手続を行うこと。 

借受けに係る補装具の交換までの期間については、最長１年を原則とする。

ただし、市町村及び更生相談所が必要と判断すれば、概ね１年ごとに再度判

定及び支給決定を行うことにより、交換までの期間を最長３年程度とするこ

とができる。支給決定に当たっては、耐用年数や想定される使用期間等を踏

まえ、借受けの必要性を判断すること。 

 

市町村は、申請を却下することの決定をしたときは、様式例第９号の却下

決定通知書により、理由を附して申請者に交付すること。 

なお、補装具費の算定等については、別紙によるものとする。 

 

３ 契約 

様式例第７号の補装具費支給決定通知書の交付を受けた身体障害者又は身

体障害児の保護者（以下「補装具費支給対象障害者等」という。）は、補装具

事業者に様式例第８号の補装具費支給券を提示し、契約を結んだ上で、補装

具の購入等を行うこと。 

なお、借受け期間中の修理に関し、通常の使用の範囲内での故障、製品の

不具合による故障又は故意による故障等に係る取扱いについて、予め明らか

にしておくことが望ましい。 

 

４ 採型、仮合せ 

義肢、装具及び姿勢保持装置の採型及び仮合せは、２－１の（２）に準じ

て専門医等の指導のもとに実施すること。 

 

５ 適合判定 

（１）補装具費の支給に当たっては、以下により適合判定を実施すること。 

ア 申請者の来所による更生相談所の判定に基づき市町村が決定するもの 

更生相談所が適合判定を行い、市町村は適合判定が行われたことを確認

する。 
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イ 補装具費支給意見書による更生相談所の判定に基づき市町村が決定する

もの 

補装具費支給意見書を作成した医師が適合判定を行い、更生相談所は適

合判定が適切に行われたことを確認する。最終的に、市町村は医師及び更

生相談所による適合判定が行われたことを確認する。 

 

ウ 補装具費支給意見書により市町村が判断のうえ決定するもの 

補装具費支給意見書を作成した医師が適合判定を行い、市町村は適合判

定が適切に行われたことを確認する。 

 

エ 身体障害者手帳により補装具の購入等を必要とする者であることを確認

することができるもの 

市町村が確認する。 

 

なお、指定自立支援医療機関又は保健所の医師が作成した補装具費支給意

見書により市町村が決定する補装具費の支給に当たっては、指定自立支援医

療機関又は保健所の医師は、必要に応じて更生相談所に助言を求めながら、

適合判定を行うこと。 

 

（２）適合判定を行う際は、補装具費の支給を受ける者、医師、理学療法士、作

業療法士、義肢装具士、言語聴覚士、身体障害者福祉司、保健師等の専門職

員並びに補装具事業者及び補装具担当職員の立会いのもとに実施すること。 

 

（３）義肢、装具、姿勢保持装置、車椅子（レディメイドを除く。）及び電動車椅

子の適合判定は、軸位及び切断端とソケットとの適合状況、又は固定、免荷、

矯正等装具装着の目的に対する適合状況、安定した姿勢の保持状況、さらに

使用材料、工作法、操作法の確実性について検査し、併せて外観、重量及び

耐久力について考慮すること。 

 

（４）義肢、装具、姿勢保持装置、車椅子（レディメイドを除く。）及び電動車椅

子以外の種目についても、ウに準じて検討し、当該補装具が申請書の使用目

的に照らし、適合しているかどうかを判定すること。 

 

（５）適合判定の結果、当該補装具が申請者に適合しないと認められた場合や、

処方箋どおりに製作されていないと判断された場合等については、補装具事

業者に対し不備な箇所の改善を指示し、改善がなされた後に補装具の引渡し

を行わせること。 
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６ 補装具費の支給手順 

（１）補装具の購入等に要した費用の支払い 

補装具事業者は、購入又は修理に係る補装具の引渡しの際には、補装具費

支給対象障害者等から補装具の購入又は修理に要した費用についての支払い

を受け、領収書を発行すること。 

借受けに係る補装具については、一月目の借受けに要した費用についての

支払いを受け、領収書を発行すること。二月目以降は、毎月の支払いの際に

領収書を発行すること。 

なお、借受けの単位は暦月であるが、その月の途中で借受けを開始した場

合又は終了した場合は、日割り計算により借受けに係る補装具費が支払われ

るものであること。その場合、借受けの開始日は様式例第８号（１）の「受

領日」であり、終了日は様式例８号（３）の「返却日」であること。 

 

（２）補装具費の請求 

購入又は修理に係る補装具費支給対象障害者等は、アで交付を受けた領収

書及び様式例第８号（１）の補装具費支給券を添えて、市町村に請求するこ

と。 

借受けに係る補装具費支給対象障害者等は、アで交付を受けた領収書及び、

借受けを行う一月目にあっては様式例第８号（１）の、一月目及び借受け期

間の最終月を除く月にあっては様式例第８号（２）の、借受け期間の最終月

にあっては様式例第８号（３）の補装具費支給券を添えて、市町村に請求す

ること。 

 

（３）補装具費の支払 

市町村は、補装具費支給対象障害者等から、（２）に掲げる領収書等の提出

があった場合は、審査のうえ、支払を行うこと。 

また、借受けの場合における借受け期間の二月目以降は、補装具支給対象

障害者等からの請求をもって、借受けに係る補装具費の支払を行うこと。 

 

７ 借受けを行った補装具の返却 

市町村は、借受け期間の最終月に様式例第８号（３）の補装具費支給券によ

って、借受けを行った補装具が故障等なく補装具事業者に返還されたことを確

認すること。 

 

８ 装着等訓練及び実地観察 

（１）市町村は、更生相談所等と連携して、随時、装着等訓練に必要な計画を立

て実施すること。 

 

（２）装着等訓練に際しては、補装具の装着等について熟達した者をモデルとし

て専門医指導のもとに実施指導を行うことが効果的であるので、実施に当た
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っては留意されたいこと。 

 

（３）市町村は、補装具費を支給した補装具について常に補装具担当職員、身体

障害者福祉司等にその装着等状況を観察させ、装着等訓練を必要とする者を

発見した場合は、速やかに適切な訓練を施すよう留意すること。 

 

９ 関係帳簿について 

市町村は、補装具費の支給に当たって、様式例第１０号の補装具費支給決定

簿を備え、必要な事項を記載しておくこと。 

 

１０ 代理受領について 

補装具費の支給手順については、原則として６の取扱いによることとなるが、

補装具費支給対象障害者等の利便を考慮し、市町村は、補装具費支給対象障害

者等が補装具事業者に支払うべき補装具の購入等に要した費用について、補装

具費として補装具費支給対象障害者等に支給すべき額の限度において、補装具

費支給対象障害者等に代わり、補装具事業者に支払うことができること。 

（１）前提条件 

代理受領による補装具費の支払を行う場合には、次の取扱いによること。 

ア 市町村は、補装具費支給対象障害者等が希望する補装具事業者との間で

の契約等に基づき、代理受領について合意形成を行うこと。 

補装具事業者と契約等による取り決めを行う場合には、次の事項を盛り

こむことが望ましいこと。 

(ア) 補装具事業者は、様式例第８号の補装具費支給券に記載されている

利用者負担額を受領し、補装具費の請求の際には、利用者負担額を受

領したことを証する書類を添付すること。 

(イ) 引渡し後、災害等による毀損、本人の過失による破損、生理的又は

病理的変化により生じた不適合、目的外使用若しくは取扱不良等のた

めに生じた破損又は不適合を除き、引渡し後９か月以内に生じた破損

又は不適合は、補装具事業者の責任において改善すること。なお、借

受け期間中の修理に関し、通常の使用の範囲内での故障、製品の不具

合による故障又は故意による故障等に係る取扱いについて、予め明ら

かにしておくこと。 

ただし、修理基準に定める調整若しくは小部品の交換又は１の（１

１）に基づいた修理のうち軽微なものについて、補装具事業者の責任

において改善することとするものは、修理した部位について修理後３

か月以内に生じた不適合等（上記災害等により免責となる事由を除

く。）であること。 

 

イ 補装具費支給対象障害者等が、補装具事業者に代理受領の委任をしてい

ること。 
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（２）補装具費の支給手順 

ア 利用者負担額の支払 

補装具事業者は、補装具の引渡しの際には、補装具費支給対象障害者等

から利用者負担額についての支払を受け、領収書を発行するとともに、補

装具費支給券の引渡しを受けること。ただし、利用者負担額が０円と認定

された補装具費支給対象障害者等については、領収書の発行を要しないこ

と。 

 

イ 補装具費の請求 

補装具事業者は、代理受領を行う場合、購入又は修理に係る補装具費支

払請求書に、代理受領に対する委任状及び様式例第８号（１）の補装具費

支給券を添えて、市町村に提出すること。 

また、借受けに係る補装具費支払請求書については、借受けを行う一月

目にあっては代理受領に対する委任状及び様式例第８号（１）の補装具費

支給券を、一月目及び借受け期間の最終月を除く月にあっては様式例第８

号（２）の補装具費支給券を、借受け期間の最終月にあっては様式例第８

号（３）の補装具費支給券を添えて、市町村に提出すること。 

なお、借受け期間中、補装具費支給対象障害者等と補装具事業者との間

の委任関係が解消した場合には、補装具費支給対象障害者等とともに、そ

の旨を市町村に報告すること。 

 

ウ 補装具費の支払 

市町村は、補装具事業者から、イに掲げる請求書等の提出があった場合

は、審査の上、支払を行うこと。 

また、借受けの場合における借受け期間の二月目以降は、補装具事業者

からの請求をもって、借受けに係る補装具費の支払を行うこと。 

 

１１ 補装具事業者との連携 

更生相談所及び市町村においては、補装具事業者が以下の項目について適切

に実施するよう連携を図ること。なお、更生相談所及び市町村は、補装具事業

者に対し、製品カタログ等に記載された額（告示上限価格の範囲のものに限る。）

よりも安価な額を一方的に要求することは適切ではないこと。 

（１）補装具事業者が更生相談所、市町村及び医師その他の専門職との緊密な連

携を図り、医師の処方に基づき、補装具の採型、製作、適合等を行うこと。 

 

（２）補装具（付属品及び完成用部品を含む。）について、補装具事業者が製品カ

タログ等に仕様、価格等を公開することにより、価格の透明性を確保するよ

う努めること。 
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（３）補装具引渡し後、災害等による毀損、本人の過失による破損、生理的又は

病理的変化により生じた不適合、目的外使用若しくは取扱不良等のために生

じた破損又は不適合を除き、引渡し後９か月以内に生じた破損又は不適合は、

補装具事業者の責任において改善すること。 

ただし、修理基準に定める調整若しくは小部品の交換又は１の（１１）に

基づく修理のうち軽微なものについて、補装具事業者の責任において改善す

ることとするものは、修理した部位について修理後３か月以内に生じた不適

合等（上記災害等により免責となる事由を除く。）であること。 

 

（４）補装具を引渡す場合には、補装具の取扱方法、破損や不具合が生じた場合

の対応等について申請者及び保護者に説明するとともに、支給後のフォロー

アップについても積極的に行うこと。 

 

１２ 番号法の施行に伴う個人番号利用事務について 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」という。）に基づき、補装具費支給

事務について、各市町村は番号法に関する各種通知を参照し、マイナンバーを

利用した情報連携業務を円滑に実施すること。 

補装具費支給事務において提供する項目のうち、「種目名称別コード」を市町

村が適切に設定できるよう、更生相談所等は判定書や補装具処方箋に対応する

コードを記載すること等により、市町村と連携すること。 

 

（※）「補装具種目名称別コード一覧表」掲載 URL 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/sho

ugaishahukushi/yogu/index.html 

 

【参考：種目名称別コード（一部抜粋）】 

コード値 コード値の内容 

010001 殻構造義肢 義手 特例 

010002 殻構造義肢 義足 特例 

010101 殻構造義肢 上腕義手 装飾用 

010102 殻構造義肢 上腕義手 作業用 

010103 【連携後登録不可】殻構造義肢 上腕義手 能動式 

010104 殻構造義肢 上腕義手 能動式（ハンド型手部付） 

010105 殻構造義肢 上腕義手 能動式（フック型手部付） 
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別添様式（略） 

 

別表１ 

○ 補装具の対象者について 

種目 名称 対象者 

眼鏡 遮光用 以下の要件を満たす者。 

１） 羞明を来していること。 

２） 羞明の軽減に、遮光用の装用より優先される治

療法がないこと。 

３） 補装具費支給事務取扱指針に定める眼科医によ

る選定、処方であること。 

※この際、下記項目を参照の上、遮光用の装用効果を確

認すること。（意思表示できない場合、表情、行動の

変化等から総合的に判断すること。） 

 まぶしさや白んだ感じが軽減する 

 文字や物などが見やすくなる 

 羞明によって生じる流涙等の不快感が軽減する 

 暗転時に遮光用をはずすと暗順応が早くなる 

※遮光用とは、羞明の軽減を目的として、可視光のうち

の一部の透過を抑制するものであって、分光透過率曲

線が公表されているものであること。 

※難病患者等に限り身体障害者手帳を要件としないも

のであり、それ以外は視覚障害により身体障害者手帳

を取得していることが要件となる。 

コンタクトレ

ンズ 

（多段階） 

角膜形状異常や強度屈折異常等のため一般的なコン

タクトレンズ装用が困難で真に必要な者。 

（虹彩付き） 

角膜白斑あるいは羞明等があり、遮光用の眼鏡装用が

困難で真に必要な者。 

弱視用 

(高倍率) 

職業上又は教育上真に必要な者。 

補聴器 高度難聴用、重度難聴用の補聴器が真に必要な者。 

※中軽度補聴器は補装具費の対象外であることに留意すること。 

耳あな型 ポケット型及び耳かけ型の補聴器の使用が困難で真

に必要な者。  

特に、オーダーメイドの場合は、障害の状況、耳の形

状等レディメイドで対応不可能な者。 

骨導式 伝音性難聴者であって、耳漏が著しい者又は外耳閉鎖
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症等を有する者で、かつ、耳栓又はイヤーモールドの使

用が困難な者。 

人工内耳 人工内耳用音

声信号処理装

置（修理） 

人工内耳装用者のうち、医師が当該人工内耳用音声信

号処理装置の修理が必要であると判断している者。 

車椅子 リクライニン

グ機構 

・随時、仰臥姿勢をとる必要のある者。 

・運動制限が著明で座位を長時間保持できない者。 

ティルト機構 ・長時間の座位保持が困難な者であって、自立姿勢変換

が困難な者。 

ティルト・リク

ライニング機

構 

・リクライニング機構及びティルト機構について、それ

ぞれ単独では座位保持等の目的が果たせない者。 

リフト機構 ・障害の現症、生活環境その他の事情により、リフト機

構を用いることについて、真にやむを得ない事情が認

められる者。 

・就労又は就学のために真に必要と認められる者。 

電動車椅

子 

学齢児以上であって、次のいずれかに該当する障害者・児を対象者と

すること。 

ア 重度の下肢機能障害者等であって、電動車椅子によらなければ歩

行機能を代替できない者。 

イ 歩行に著しい制限を受ける者又は歩行により症状の悪化をきたす

者であって、医学的所見から適応が可能な者。 

 なお、支給決定にあたっては、次のいずれにも該当する障害者・児を

条件とすること。 

（適性） 

日常生活において、視野、視力、聴力等に障害を有しない者又は障害

を有するが電動車椅子の安全走行に支障がないと判断される者。 

（知識） 

歩行者として、必要最小限の交通規則を理解・遵守することが可能な

者。 

（操作能力） 

ア及びイの全ての操作を円滑に実施できる者。 

ただし、簡易形アシスト式の場合には、イの(エ)を除き不要であるこ

と。 

ア 基本操作 

(ア) 操作ノブ等の操作 

(イ) メインスイッチ・速度切り替え 

(ウ) 発進・停止 

イ 移動操作 
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(ア) 速度（低速・高速等）調節 

(イ) 直進（直線・蒲鉾・片傾斜道路）走行 

(ウ) Ｓ字・クランク走行 

(エ) 坂道走行 

(オ) 溝・段差乗越え走行 

(カ) 旋回 

(キ) 非常時の対応 

(ク) その他移動に必要な操作 

 

手動リクライ

ニング機構 

電動リクライ

ニング機構 

・随時、仰臥姿勢をとる必要のある者。 

・座位を長時間保持できない者。 

電動ティルト

機構 

・長時間の座位保持が困難な者であって、自立姿勢変換

が困難な者。 

電動ティルト・

リクライニン

グ機構 

・リクライニング機構及びティルト機構について、それ

ぞれ単独では姿勢保持等の目的が果たせない者。 

電動リフト機

構 

・障害の現症、生活環境その他の事情により、リフト機

構を用いることについて、真にやむを得ない事情が認

められる者。 

・就労又は就学のために真に必要と認められる者。 

重度障害

者用意思

伝達装置 

重度の両上下肢及び音声・言語機能障害者であって、重度障害者用意思

伝達装置によらなければ意思の伝達が困難な者。 

難病患者等については、音声・言語機能障害及び神経・筋疾患である

者。 

文字等走査入

力方式 

（簡易なもの） 

操作が簡易であるため、複雑な操作が苦手な者、若し

くはモバイル使用を希望する者。 

文字等走査入 独居等日中の常時対応者（家族や介護者等）が不在な

（参考）電動車椅子の名称に係る判定の目安について 
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力方式（簡易な

環境制御機能

若しくは高度

な環境制御機

能が付加され

たもの） 

どで、家電等の機器操作を必要とする者。 

文字等走査入

力方式（通信機

能が付加され

たもの） 

通信機能を用いて遠隔地の家族等と連絡を取ること

が想定される者。 

生体現象方式 筋活動（まばたきや呼気等）による機器操作が困難な

者。 

（注１） 以上の表は、あくまでも対象者の例を示しているものであり、支給の判

断に当たっては、個別の身体状況や生活環境等を十分に考慮すること。 

（注２） 難病患者等は、症状が日内変動する者もいるため、症状がより重度であ

る状態をもって判断すること。 
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別表２ 

 

○ 補装具費支給意見書を作成する医師の要件について 

  身体障害者 身体障害児 難病患者等 

①身体障害者福祉法第１５条第１項に

基づく指定医（日本専門医機構が認定

した専門医又は所属学会認定の専門

医） 

○ ○ ○ 

②指定自立支援医療機関の医師（日本専

門医機構が認定した専門医又は所属

学会認定の専門医） 

○ ○ ○ 

③国立障害者リハビリテーションセン

ター学院で行う補装具関係の適合判

定医師研修会を修了している医師 

○ ○ ○ 

④上記と同等と認める医師（※） ○ ○ ○ 

⑤保健所の医師 － ○ ○ 

⑥難病法第６条第１項に基づく指定医 － － ○ 

※ 補装具費支給意見書のみで市町村が判断する種目に限る 
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参考資料 

 

補装具費等の算定について 

 

(1) 基準額の算出（端数処理：小数点以下切り捨て） 

① 購入又は修理の場合 

次に掲げる(ｱ)、(ｲ)又は(ｳ)のうち、最も低い額を基準額とする。 

(ｱ) 告示により算出した額 

(ｲ) 現に補装具の購入又は修理に要した費用の額 

(ｳ) 補装具事業者等の製品カタログ及びホームページに記載された額 

② 借受けの場合 

次に掲げる(ｱ)又は(ｲ)のうち、いずれか低い額を基準額とする。 

(ｱ) 告示により算出した額（日割り計算を行う場合は、その額） 

(ｲ) 現に補装具の借受けに要した費用の額 

 

(2) 利用者負担額の算出 

原則、負担上限月額（政令で定める額）とする。ただし、負担上限月額よりも

基準額に１０／１００を乗じて得た額（１割負担額）の方が低い場合は、１割負

担額（端数処理：小数点以下切り捨て）とする。 

 

(3) 補装具費の算出 

① 基準額の１０／１００相当額が負担上限月額を超えない場合 

補装具費＝基準額－利用者負担額 

② 基準額の１０／１００相当額が利用者負担上限月額を超える場合 

補装具費＝基準額－負担上限月額 

 

※同一月内に複数回の支給を受ける場合 

補装具費の算出 

① 前回の支給の際に利用者負担額が負担上限月額を超えていない場合 

ア 今回の基準額の１０／１００相当額を加算して負担上限月額を超えない

場合 

補装具費＝（今回の基準額＋前回までの基準額）－（今回の利用者負担

額＋前回までの利用者負担額） 

イ 今回の基準額の１０／１００相当額を加算して負担上限月額を超えた場

合 

補装具費＝（今回の基準額＋前回までの基準額）－負担上限月額 

② 前回の支給の際に利用者負担額が利用者負担上限月額を超えている場合 

補装具費＝（今回の基準額＋前回までの基準額）－負担上限月額 

 

 



補装具費（購入・借受け・修理）支給申請書  

申請日   年 月 日 

（あて先）市町村長 

（申請者） 

住 所 

氏 名 

個人番号 

対象者との続柄 

電 話 

 

下記のとおり補装具費の支給申請（購入・借受け・修理）をいたします。 

補装具費の支給申請（購入・借受け・修理）の決定のため、私の世帯の住民登録資料、税務資料その

他について、各関係機関に調査、照会、閲覧することを承諾します。 

対

象

者 

住  所  

フ リ ガ ナ 

氏  名 

 

 

（個人番号           ） 

生年月日    年  月  日 電 話  

身体障害者手帳 

障  害  名 

手帳番号   第  号 交付年月日   年  月  日 

障害種別  障害等級  

 

疾患名 
 

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令に規定する疾患名を記載のこと） 

購入・借受け・修理

を受ける補装具名 

 

判定予定日  

希望する

補装具事

業者 

名 称  

所在地  

電 話  FAX  

該当する所得区分 １．生活保護  ２．低所得  ３．一般  ４．一定所得以上 

生活保護への移行予

防措置に関する認定 

□ 生活保護への移行予防（定率負担減免措置）を希望します。 

 

別添様式例第１号 



調  査  書  

申請年月日    年 月 日 申請者氏名  

申請の種類 
購入（借受けの意向 有・無） ・ 借受け ・ 修理 

※ 迅速判定（有・無） 

対

象

者 

住  所  

フ リ ガ ナ 

氏   名 

 

 

生年月日 年  月  日 電 話  

世

帯

員

の

状

況 

 

氏    名 年 齢 

対象者

と の 

続 柄 

課 税 状 況 備    考 

課税区分 市 民 税 

所 得 割 

 

      

非

課

税

世

帯 

氏名 所得 障害年金 手当 合計 

 円 円 円 円 

世帯区分 １．生活保護   ２．低所得   ３．一般   ４．一定所得以上 

基準額 見積額 利用者負担額 公費負担額 

円 円  

 

 

円 

 

 

 

円 

月額負担上限額 

円 

用 具 名 基準額 見積額 利用者負担 公費負担 

     

合  計     

上記のとおり確認しました。 

年   月   日 

調査者 

 

別添様式例第２号 



 

判 定 依 頼 書（ 迅速 ・ 一般 ） 

 

第     号 

年  月  日 

 

身体障害者更生相談所長 殿 

 

市町村長  

 

下記の者に対する判定を依頼する。 

記 

 

氏名  年 月 日生 住 所  

手帳    号  年  月  日交付 医療保険名 

長期給付の内容（現在被保険者であればそれも含む） 

家 族 関 係 

生 育・職 業 歴 

障害・疾患等に関する既往歴 最近５年間の補装具購入・借受

け・修理状況 

年  月（購入・借受け・修理） 

年  月（購入・借受け・修理） 

年  月（購入・借受け・修理） 

年  月（購入・借受け・修理） 

年  月（購入・借受け・修理） 

現在受療中の医療機関名 

判定依頼事項 

申請の種類･･･ 購入（借受けの意向 有・無）、借受け、修理 

借受けの意向･･･有、無 

判定の方法･･･ 通所、巡回、オンライン、動画、訪問（自宅・施設）、委嘱 

訪問又は委嘱による判定を希望する場合は、以下のいずれかをチェックして  

施設名等を記入すること。（委嘱の場合、別表２による医師の要件を満たしているか確認のこと） 

□：重度の障害を持つ者 □：遠隔地に住む者 □：その他（        ） 

判定を希望 

す る 場 所    

医療機関（施設）名： 

電 話 番 号 ： 

 

別添様式例第３号 



 

 

判 定 通 知 書 

第    号 

年  月  日 

市 町 村 長 

 

殿 

 

  先に申請のあった    については、専門的判定の必要がありますので 

  年  月  日に    身体障害者更生相談所において判定を行うこ

とになりました。 

  なお、当日は本書を持参してください。 

 

 

記 

 

 

１．身体障害者手帳番号 

 

 

２．判定依頼事項 

 

別添様式例第４号 























補 装 具 費 支 給 券  

支 給 番 号  
支 給 

決 定 日 
  年  月  日 

購入・借受け・修
理 の 別 

購入 ・ 借受け ・ 修理 

借 受 け 期 間 

(借受けの場合 ) 
  年  月  日   ～       年  月  日 

氏     名  生年月日   年  月  日 

住 所  

保 護 者 氏 名  続 柄  

補 装 具 の 名 称  修理部位  

処 方 
 

補 装 具
事 業 者 

名 称  

所在地  

電 話  

基準額 見積額 利用者負担額 公費負担額 

円 円  

 
 

円 

 

 
 

円 
月額負担上限額 

円 

上記のとおり決定する。 

 令和  年  月  日 

市町村長  

判  定 

検  査 

判  定 

年 月 日 
令和 年 月 日 

判 定 員 

職 氏 名 
                 

受  領 
受  領 

年 月 日 
令和 年 月 日 

受 領 者 

氏  名 

 

 

本人と
の関係 

 

 

 

別添様式例第８(１)号 



補 装 具 費 支 給 券 

支 給 番 号  
支 給 

決 定 日 
  年  月  日 

借 受 け 期 間   年  月  日   ～       年  月  日 

氏     名  生年月日   年  月  日 

住 所  

保 護 者 氏 名  続 柄  

補 装 具 の 名 称  修理部位  

処 方 
 

補 装 具

事 業 者 

名 称  

所在地  

電 話  

基準額 見積額 利用者負担額 公費負担額 

円 円  

 

 

円 

 

 

 

円 
月額負担上限額 

円 

上記のとおり決定する。 

 令和 年  月  日 

市町村長  

 

別添様式例第８(２)号 



補 装 具 費 支 給 券 

支 給 番 号  
支 給 

決 定 日 
  年  月  日 

借 受 け 期 間   年  月  日   ～       年  月  日 

氏     名  生年月日   年  月  日 

住 所  

保 護 者 氏 名  続 柄  

補 装 具 の 名 称  修理部位  

処 方 
 

補 装 具

事 業 者 

名 称  

所在地  

電 話  

基準額 見積額 利用者負担額 公費負担額 

円 円  

 

 

円 

 

 

 

円 
月額負担上限額 

円 

上記のとおり決定する。 

 令和  年  月  日 

市町村長  

返 却

確 認 
返 却 日 令和 年 月 日 

事業者名  

申 請 者 

氏  名 
 

本人と

の関係 

 

 

 

別添様式例第８(３)号 



 

 

 却下決定通知書 

文 書 番 号 

令和   年   月   日 

 

 

 

                    ○○市（町村）長   

 

 

 

 

年  月  日に申請された補装具費の支給申請及び利用者負担額減額・免除

等申請については、下記の理由により却下することに決定しましたので通知します。 

 

記 

 

1 申請事項 

 

 

 

 

2 却下の理由 

 

 

 

 

 

教     示 

 

  この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て３か月以内に○○市町村長に対して審査請求をすることができます（なお、この処分があ

ったことを知った日の翌日から起算して 3 か月以内であっても、この処分の日の翌日から起

算して 1 年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

  この処分の取消しを求める訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して６か月

以内に限り、○○市町村長を被告として（訴訟において市町村を代表する者は市町村長とな

ります。）提起することができます（なお、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して６

か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過するとこの処分の取消し

の訴えを提起することができなくなります。）。 

  また、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して３か月以内に審査請求をした場合に

は、この処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起

算して６か月以内であれば、提起することができます。（なお、その審査請求に対する裁決の

送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内であっても、その審査請求に対する裁決の翌

日から起算して１年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することができなくなりま

す。）。 

 

 〒   -     

 ○市（町・村） 

 

      ○○   ○○     様 

別添様式例第９号 




